
福井県告示第４１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、池田町長から字の区

域を変更する旨の届出があったので、同条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、この届出に係る字の区域の変更は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条

第４項の規定による池田町営土地改良事業（千代谷地区 区画整理（農業施設災害復旧・農業施

設災害関連）事業）に係る換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。 

 

  平成２０年１月２５日 

 

      福井県知事 西川 一誠    

 

次の区域を千代谷４１字入谷に編入する。 

大  字 字 地           番 

千代谷 ５１字 大谷 ４の２ ５の２ ６の２ ７ ８の２ ９の２の一部 

これらの区域に隣接介在する水路である国有地および公有地の全部 

 
次の区域を千代谷４３字道檀に編入する。 

大  字 字 地           番 

４１字 入谷 １１から１５まで １６の一部 １８の一部 １９の一部 

４６字 田ノ中田 ７から１１まで １２の一部 １４の一部  

５１字 大谷 ９の２の一部 １０の３ １１の１  

５２字 賢治平 
１の１ ２の１ ３から６まで ７の１ ８の１ ９の２ 
９の４ １０ 

５３字 揚田ノ下 １ ２の２ ３ 

 
千代谷 

５４字 横谷口 ２の１の一部 

これらの区域に隣接介在する水路である国有地および公有地の全部 

 



次の区域を千代谷４６字田ノ中田に編入する。 

大  字 字 地           番 

４７字 庄郎鼻谷 １ ２ ３の１ ３の２ ４の２ ６の１ ６の２ ７ 

５４字 横谷口 １ ２の１の一部 ２の３  

５８字 白粟瀬 ２の２ ３の２ ４の２ ５ ６の３ ７ ８の２ ９ 

 
千代谷 

５９字 金見谷堺 ２の１ ３ ４の１ 

これらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地および公有地の全部 

 


